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当社株式の売却機会提供の実施時期の変更のお知らせ 

 
当社は、平成 21年 2月 12日付けリリース「当社株式の売却機会提供に関する諮問についてのお知ら
せ」にてお知らせいたしましたとおり、株主の皆様に対する当社株式の売却機会の提供につきましてガ

バナンス評価委員会に諮問を行い、同委員会よりの答申を最大限尊重して、株式売却機会の提供方法を

決定・実施することとしております。 
 
上記リリースを受け、株主様全員に適正な価格での株式の売却の機会を提供するとともに、当社の企

業価値の維持・向上のための施策の一環として、当社株式を買い付けたい旨の意向表明がなされました

ので、ガバナンス評価委員会は、かかる買付けの目的、買付け後に想定する取引及び買付け後の当社に

対する経営参加の方針などについて詳細事項並びに買付価格その他の買付けの条件につきまして、意向

表明者から説明を受けるとともに、株主様にとっての最善の売却機会を確保するべく指摘、要望等をす

るなどして、意向表明者との間で協議を継続しているとの報告を受けております。 

 
 そこで、ガバナンス評価委員会からの答申の受領及び売却機会提供の実施につきましては、当初、平

成 21 年 3月中旬ころを目途としておりましたが、こうした意向表明者との協議の進捗状況を踏まえ、
今般、ガバナンス評価委員会より、当社から諮問受けた最善の売却機会の提供方法につき、結論を出す

までに更なる検討時間が必要であるため、答申の提出時期を延期したい旨の報告を受けました。 
 
当社といたしましては、株主の皆様の売却方法として、また、当社の企業価値の維持・向上のための

施策として最善の方法を実施するため、あらゆる可能性を模索するべく慎重に検討する必要があると考

えていることから、上記のガバナンス評価委員会の判断を尊重したいと考えております。 
そこで、上記リリースにおきましては、ガバナンス評価委員会の答申の受領及び売却機会の提供の実

施のスケジュールの目途として平成 21年 3月中旬ころとしておりましたが、以下のとおり変更するこ
とといたしましたので、お知らせいたします。ただし、ガバナンス評価委員会の答申受領、当社（また

は第三者）による売却機会の提供の実施の準備が出来次第、以下の予定を待たずに、これを実施させて

いただきます。 

 
ガバナンス評価委員会の答申             平成 21年 4月下旬ころ 
当社（または第三者）による売却機会の提供の実施   平成 21年 4月下旬ころ 

 
株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、引き続きご

理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
 

以  上 


